
令和７年度 舞鶴市多文化共生社会推進事業 

    

「やさしい日本語
に ほ ん ご

」講座
こ う ざ

 
～使い慣れた「日本語」で、新たな世界の扉を開く～ 

 

ご近所で、職場で、お店で、学校で、外国人の方を見かける機会がどんどん増えています。 

でも、どう話しかけていいかわからず、迷ったり、困ったりした経験はありませんか？ 

この講座では、日本に暮らす外国人市民と「日本語で心を通わせる方法」を学びます。 

それが、「やさしい日本語」です。 

使い慣れた日本語で、新たなコミュニケーションの世界をひろげてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【やさしい日本語 とは】 

普通の日本語を言い換えたり、組み替えたりして、外国人にもわかりやすくした日本語のことです。 

（例）地震が起こったとき：「避難してください」→「逃げてください」 

外国人のほか、高齢者や子ども、障害のある方など、はばひろいコミュニケーションでの活用も 

期待されています。 

◆日時： 第１回  １月 ２５日（日） １３:３０～１５:３０ 
第２回  ２月  １日（日） １３:３０～１５:３０ 

 

◆会場： 中総合会館 ５階 フレアス舞鶴 
          （舞鶴市余部下１１６７番地） 

 

◆内容：  ①「やさしい日本語」の基礎知識 
②「やさしい日本語」の実践（話し言葉・書き言葉） 

 

◆対象： 外国人とのコミュニケーションに関心がある方 
自治会や地域の活動に携わっている方、外国人を雇用している事業者・団

体等の方、学校や幼稚園・保育所の先生 など 

 

 
受講料 

無料 
 

●受 講 料 無料 
●定  員 ２０名 ※応募多数の場合は、抽選となります。 

●応募方法 電話またはＦＡＸ（様式任意）またはＥメールで、下記「申込先」まで。 
●申込締切 令和８年１月２１日（水）１７：００ ※必着 
●申 込 先 ＮＰＯ法人 舞鶴国際交流協会 
       〒624－0853 舞鶴市字南田辺１ 西総合会館２階 

         電話：0773－75－8801 ＦＡＸ：0773－75－8802 
         Ｅメール：mianpo@globe.ocn.ne.jp 

 

 

令和７年度 

文部科学省 令和７年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用 


